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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシングに設けたカプセル型の開閉自在の洗浄室と、この洗浄室の一方に設けたノズ
ルと、他方に設けた吸引部と、この洗浄室内に設けたワーク支持台と、このワーク支持台
を回転する駆動部とで構成したカプセル型の洗浄機において、
　前記洗浄室を、可動洗浄室側と固定洗浄室側とし、この洗浄室の可動洗浄室側には、十
字方向に前記ノズルを配置し、この十字の縦方向の該ノズルを、洗浄液、洗浄水用として
利用するとともに、この十字の横方向の該ノズルを、空気用として利用する構成とし、
　前記吸引部を、前記固定洗浄室側に設けるとともに、この吸引部に、吸引ポンプを接続
する構成としたカプセル型の洗浄機。
【請求項２】
　請求項１に記載のカプセル型の洗浄機において、
　前記可動洗浄室側をシリンダで昇降可能とする構成としたカプセル型の洗浄機。
【請求項３】
　請求項１に記載のカプセル型の洗浄機において、
　前記洗浄室の可動洗浄室側に設けた門形のブラケットに、対のガイド棒を立設し、この
ガイド棒を前記ケーシングの天板より突設するとともに、このガイド棒の自由端側に支持
板を差渡し、この支持板と前記天板との間に、前記シリンダを介在する構成としたカプセ
ル型の洗浄機。
【請求項４】
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　請求項３に記載のカプセル型の洗浄機において、
　前記門形のブラケットに、前記洗浄液、洗浄水用の配管と、空気用の配管とをそれぞれ
設け、この洗浄液、洗浄水用の配管にチューブを介して、前記洗浄液、洗浄水用のノズル
に接続するとともに、また、この空気用の配管にチューブを介して、前記空気用のノズル
に接続する構成としたカプセル型の洗浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸引トルネード効果により洗浄、又は乾燥する構成としたカプセル型の洗浄
機（カプセル型の洗浄室を備えた洗浄機）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の洗浄機の概要は、洗浄機用のケーシング（ケーシング、箱体）内に、ワーク載せ
台（支持台）を回転自在に設け、この載せ台の近傍に多数本配置したノズルとで構成し、
この載せ台のワークに向かって、複数のノズルより、洗浄液、洗浄水か、又は空気を回転
しながら噴射する構造である。従って、ケーシング内に、洗浄液、洗浄水が飛散し、ケー
シングに付着すること、又は堆積すること、等の弊害がある。そして、また、ワークより
離間した塵等がケーシングに付着すること、又は堆積すること、等の弊害がある。このよ
うな弊害があると、ケーシングの汚れと、清掃等に余分の手間を要すること、能率が劣る
こと、等の問題があった。
【０００３】
　このような問題を解消する手段、又は洗浄機・装置を、先行文献から、検討する。
【０００４】
　文献（１）は、特開２００４－８９９４６の「洗浄装置」である。この発明は、ワーク
を載架するステージに接離可能とする二重カップによる洗浄槽であって、この二重カップ
の内側カップに洗浄ノズルを付設するとともに、内外側カップで構成される通路を、排液
、又は排気用の流路とする構造であり、密封型の清浄槽で、ワークの洗浄と乾燥とを図る
ことを意図する。しかしながら、この発明は、渦状の流れをつくり、ワークに均一に洗浄
液が噴射されること、均一な清浄が可能となること、等の特徴がある。しかし、この発明
は、通路による吸引効果で、渦を発生させることを意図するが、内側カップの周辺部には
吸引力が生成されることで、渦の発生は可能としても、この内側カップの内室に吸引力が
生成されず、渦発生力が弱いと考えられること、又は、この渦のトルネード効果は、余り
期待できないものと考えられる。また、この二重カップは、半円形状であり、渦の生成範
囲が少なく、渦のトルネード効果は、余り期待できないものと考えられる。さらに、ステ
ージは、回転しない構造であり、ワークの洗浄の時間を要することが考えられる。また、
洗浄ノズルと通路とを一体にすることで、二重カップの動作と、その取扱いを容易とする
が、構造が複雑化すること、又はこの二重カップの重量が増すこと、等の改良点がある。
そして、また、このステージに残った、洗浄液とか、塵等が、ステージより零れる虞があ
り、その取扱いと清掃に問題を残すことが考えられる。
【０００５】
　また、文献（２）は、特開昭５８－２１０８８８の「電気機器の洗浄乾燥方法」である
。この発明は、テーブルに載架したワークを、密閉構造の処理室に搬送し、上方のノズル
から洗浄液を噴射するとともに、使用済みの洗浄液とか塵を、処理室の底部の排出管を介
して収容する構造である。このような構造では、渦の生成は考えられず、渦のトルネード
効果は、期待できないものと考えられる。さらに、ステージは、回転しない構造であり、
ワークの洗浄の時間を要することが考えられる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－８９９４６
【特許文献２】特開昭５８－２１０８８８
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した如く、文献（１）と、文献（２）においては、それぞれの課題を抱えており、
本発明が目的とする次の特徴は、到底、期待できないものであります。
イ）　完全密閉型で、トルネード効果を発揮して、洗浄（乾燥を含む）の効率化と、洗浄
室の内面の汚れを無くすこと、乾燥時間の短縮化、又は塵の確実な回収等を図ることを特
徴とする。
ロ）　完全密閉型で、トルネード効果を発揮することで、噴射による汚れを封じ込めるこ
と（洗浄室外の汚れを無くすこと）、また、洗浄室の内面を伝って、洗浄液（洗浄剤）、
洗浄水、及び／又は、空気（ガス）を、下側に向かって誘導することで、前記洗浄室の内
面の汚れを無くすこと、乾燥時間の短縮化、又はこの洗浄室の内面の清掃回数の減少化、
メンテナンスの容易化、等を図ることを特徴とする。
ハ）　固定洗浄室側に吸引部を、可動洗浄室側に洗浄液、洗浄水用のノズルと、空気用の
ノズルとを配備する構造であり、この可動洗浄室を、簡易に、かつスムーズに、昇降でき
る特徴がある。
ニ）　また、可動洗浄室側に洗浄液、洗浄水用のノズルと、空気用のノズルとを、十文字
に配備する構造であり、トルネード効果を発揮して、洗浄の効率化と、洗浄室の内面の汚
れを無くすこと、乾燥時間の短縮化、等を図ることを特徴とする。
ホ）　可動洗浄室側に、門形のブラケットを設け、このブラケットの両端部に、洗浄液、
洗浄水用の配管と、空気用の配管とを、区別して設けることで、前記洗浄液、洗浄水用の
ノズルと、空気用のノズルに、確実に、かつスムーズに、噴射用の洗浄液、洗浄水等を提
供できる特徴がある。
へ）　固定洗浄室側の開放部の面上に、ワーク支持台の台面を設ける構造として、洗浄液
、洗浄水用のノズルと、空気用のノズルと、ワークとの距離を近接することで、前記トル
ネード効果を、より発揮し、洗浄の効率化と、洗浄室の内面の汚れを無くすこと、乾燥時
間の短縮化、等を図ることを特徴とする。
ト）　固定洗浄室側に設けた吸引部より、配管を介して吸引ポンプに誘導した、蒸気及び
／又は塵を、ミストコレクター（バグフィルター）を介して処理し、清澄化された空気を
排気し、工場の空気の汚染回避を図ることを特徴とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、前記イ）～ハ）と、ニ）、へ）との特徴を達成する。
【０００９】
　請求項１は、ケーシングに設けたカプセル型の開閉自在の洗浄室と、この洗浄室の一方
に設けたノズルと、他方に設けた吸引部と、この洗浄室内に設けたワーク支持台と、この
ワーク支持台を回転する駆動部とで構成したカプセル型の洗浄機において、
　前記洗浄室を、可動洗浄室側と固定洗浄室側とし、この洗浄室の可動洗浄室側には、十
字方向に前記ノズルを配置し、この十字の縦方向の該ノズルを、洗浄液、洗浄水用として
利用するとともに、この十字の横方向の該ノズルを、空気用として利用する構成とし、
　前記吸引部を、前記固定洗浄室側に設けるとともに、この吸引部に、吸引ポンプを接続
する構成としたカプセル型の洗浄機である。
【００１０】
　請求項２の発明は、前記ハ）の特徴を達成する。
【００１１】
　請求項２は、請求項１に記載のカプセル型の洗浄機において、
　前記可動洗浄室側をシリンダで昇降可能とする構成としたカプセル型の洗浄機である。
【００１４】
　請求項３の発明は、前記ホ）との特徴を達成する。
【００１５】
　請求項３は、請求項１に記載のカプセル型の洗浄機において、
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　前記洗浄室の可動洗浄室側に設けた門形のブラケットに、対のガイド棒を立設し、この
ガイド棒を前記ケーシングの天板より突設するとともに、このガイド棒の自由端側に支持
板を差渡し、この支持板と前記天板との間に、前記シリンダを介在する構成としたカプセ
ル型の洗浄機である。
【００１６】
　請求項４の発明は、前記ト）との特徴を達成する。
【００１７】
　請求項４は、請求項３に記載のカプセル型の洗浄機において、
　前記門形のブラケットに、前記洗浄液、洗浄水用の配管と、空気用の配管とをそれぞれ
設け、この洗浄液、洗浄水用の配管にチューブを介して、前記洗浄液、洗浄水用のノズル
に接続するとともに、また、この空気用の配管にチューブを介して、前記空気用のノズル
に接続する構成としたカプセル型の洗浄機である。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１の発明は、ケーシングに設けたカプセル型の開閉自在の洗浄室と、洗浄室の一
方に設けたノズルと、他方に設けた吸引部と、洗浄室内に設けたワーク支持台と、ワーク
支持台を回転する駆動部とで構成したカプセル型の洗浄機において、
　洗浄室を、可動洗浄室側と固定洗浄室側とし、洗浄室の可動洗浄室側には、十字方向に
ノズルを配置し、十字の縦方向のノズルを、洗浄液、洗浄水用として利用するとともに、
十字の横方向のノズルを、空気用として利用する構成とし、
　吸引部を、固定洗浄室側に設けるとともに、吸引部に、吸引ポンプを接続する構成とし
たカプセル型の洗浄機である。
【００１９】
　従って、請求項１は、下記の特徴がある。
イ）　完全密閉型で、トルネード効果を発揮して、洗浄（乾燥を含む）の効率化と、洗浄
室の内面の汚れを無くし得ること、乾燥時間の短縮化、又は塵の確実な回収等が図れる。
ロ）　完全密閉型で、トルネード効果を発揮することで、噴射による汚れを封じ込めでき
ること、また、洗浄室の内面を伝って、洗浄液（洗浄剤）、洗浄水、及び／又は、空気（
ガス）を、下側に向かって誘導することで、前記洗浄室の内面の汚れを無くし得ること、
乾燥時間の短縮化、又はこの洗浄室の内面の清掃回数の減少化、メンテナンスの容易化、
等が図れる。
ハ）　固定洗浄室側に吸引部を、可動洗浄室側に洗浄液、洗浄水用のノズルと、空気用の
ノズルとを配備する構造であり、この可動洗浄室側を、簡易に、かつスムーズに、昇降で
きる。
ニ）　また、可動洗浄室側に洗浄液、洗浄水用のノズルと、空気用のノズルとを、十文字
に配備する構造であり、トルネード効果を発揮して、洗浄の効率化と、洗浄室の内面の汚
れを無くし得ること、乾燥時間の短縮化、等が図れる。
へ）　固定洗浄室側の開放部の面上に、ワーク支持台の台面を設ける構造として、洗浄液
、洗浄水用のノズルと、空気用のノズルと、ワークとの距離を近接することで、前記トル
ネード効果を、より発揮し、洗浄の効率化と、洗浄室の内面の汚れを無くし得ること、乾
燥時間の短縮化、等が図れる。
【００２０】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のカプセル型の洗浄機において、
　可動洗浄室側をシリンダで昇降可能とする構成としたカプセル型の洗浄機である。
【００２１】
　従って、請求項２は、下記の特徴がある。
ハ）　固定洗浄室側に吸引部を、可動洗浄室側に洗浄液、洗浄水用のノズルと、空気用の
ノズルとを配備する構造であり、この可動洗浄室側を、簡易に、かつスムーズに、昇降で
きる。
【００２４】
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　請求項３の発明は、請求項１に記載のカプセル型の洗浄機において、
　洗浄室の可動洗浄室側に設けた門形のブラケットに、対のガイド棒を立設し、ガイド棒
をケーシングの天板より突設するとともに、ガイド棒の自由端側に支持板を差渡し、支持
板と天板との間に、シリンダを介在する構成としたカプセル型の洗浄機である。
【００２５】
　従って、請求項３は、下記の特徴がある。
ホ）　可動洗浄室側に、門形のブラケットを設け、このブラケットの両端部に、洗浄液、
洗浄水用の配管と、空気用の配管とを、区別して設けることで、前記洗浄液、洗浄水用の
ノズルと、空気用のノズルに、確実に、かつスムーズに、噴射用の洗浄液、洗浄水等を提
供できる。
【００２６】
　請求項４の発明は、請求項３に記載のカプセル型の洗浄機において、
　門形のブラケットに、洗浄液、洗浄水用の配管と、空気用の配管とをそれぞれ設け、洗
浄液、洗浄水用の配管にチューブを介して、洗浄液、洗浄水用のノズルに接続するととも
に、また、空気用の配管にチューブを介して、空気用のノズルに接続する構成としたカプ
セル型の洗浄機である。
【００２７】
　従って、請求項４は、下記の特徴がある。
ト）　固定洗浄室側に設けた吸引部より、配管を介して吸引ポンプに誘導した、蒸気及び
／又は塵を、ミストコレクター（バグフィルター）を介して処理し、清澄化された空気を
排気し、工場の空気の汚染回避が図れる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明のカプセル型の洗浄室を備えた洗浄機の全体を示した斜視図
【図２】洗浄機の全体を示した要部断面のホースを省略した正面概念図
【図３】洗浄機の要部を示したホースを省略した平面概念図
【図４】洗浄機の要部を示し、かつその一部を正面視して示したホースを省略した側面概
念図
【図５】洗浄室と洗浄液、洗浄水用の配管と、分岐ホースとノズルとの接続関係と、空気
用の配管と、分岐ホースとノズルとの接続関係と、を説明する拡大模式図
【図６】洗浄室のトルネード効果と、排気管、並びに吸引ポンプとの関係と、排気の流れ
を、簡略的に示した模式図
【図７】洗浄液、洗浄水と空気の流れと回路を示した図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　１は洗浄機Ａのベースで、このベース１の上にはケーシング２（箱体）が設けられてい
る。そして、このケーシング２は、両側面に覗き窓２００と、正面にワークＷ出入口２０
１を備えている。このケーシング２内には、洗浄室３が設けられている。この洗浄室３は
、図示しない、ケーシング２に架承した支持部材に固定した固定洗浄室側３００（固定洗
浄室）と、この固定洗浄室側３００に接離する可動洗浄室側３０１（可動洗浄室）とで構
成されており、固定洗浄室側３００に可動洗浄室側３０１が合体時は、密封室となり、そ
の離間時は、解放室となる。
【００３０】
　この可動洗浄室側３０１は、ケーシング２に移動可能に設けられるが、この一例では、
可動洗浄室側３０１を架承する門形のブラケット３０２と、このブラケット３０２に立設
し、かつケーシング２の天井外側に貫設された対のガイド棒３０３と、このガイド棒３０
３の上端に差渡した支持板３０４とで構成されている。図中３０５はシリンダで、このシ
リンダ３０５は、ケーシング２の天井上面と支持板３０４に設けられる。従って、このシ
リンダ３０５のピストンロッド３０５ａの上昇（前進）で、支持板３０４を介して、ガイ
ド棒３０３が上昇し、このガイド棒３０３と同じ動きをするブラケット３０２を介して、
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可動洗浄室側３０１が上昇し、固定洗浄室側３００より離間するとともに、洗浄室３が開
放し、開放室が形成される。また、このシリンダ３０５のピストンロッド３０５ａの下降
（後退）で、支持板３０４を介して、ガイド棒３０３が下降し、このガイド棒３０３と同
じ動きをするブラケット３０２を介して、可動洗浄室側３０１が下降し、固定洗浄室側３
００と合体するとともに、洗浄室３は密閉し、密封室が形成される。図中５はシール材を
示す。また、３０６はガイド棒３０３のスリーブで、ケーシング２の天井上面に垂設する
。
【００３１】
　また、固定洗浄室側３００の開放部の面上３００ａには、ワークＷ支持台６の台面６０
０を、面一に設ける構造とする。その理由は、後述する洗浄液、洗浄水用のノズルと、空
気用のノズルと、ワークＷとの距離Ｂを近接することで、前記トルネード効果Ｃを、より
発揮し、洗浄の効率化と、洗浄室３の内面３ａ（固定洗浄室側３００の内面と、可動洗浄
室側３０１の内面）の汚れを無くし得る。また、ワークＷの乾燥時間の短縮化に役立つこ
とが考えられる。尚、ワーク支持台６は、モータＭと減速機、及び／又は、伝達機構等を
介して回転される。
【００３２】
　この固定洗浄室側３００の底面３００ｂには、大きく開口する吸引部７（吸込部）を開
設する。この吸引部７は、ダクト８を介して吸引ポンプ１０（吸込ポンプ）に接続される
。従って、この吸引ポンプ１０の働きで、吸引部７とダクト８とを介して、洗浄室３の稼
動時においては、密封室内を負圧に維持できること、又はこの負圧とトルネード効果Ｃを
介して、洗浄液、洗浄水と、空気、或いは塵を、瞬時に吸引ポンプ１０に誘導できる。
【００３３】
　また、可動洗浄室側３０１には平面視して（図５参照）、複数個のノズル１１が十文字
に設けられており、この縦方向に直線的に設けたノズル１１ａが洗浄液、洗浄水用とし、
また横方向に直線的に設けたノズル１１ｂが空気用とする。この各ノズル１１は、それぞ
れチューブ（細径ホース）１２ａ、１２ｂと配管１３ａ、１３ｂ、並びに太径ホース（チ
ューブに対して太径）１５ａ、１５ｂを介して、後述する供給源に接続される。従って、
洗浄液、洗浄水は、供給源から、ホース１５ａと配管１３ａ、さらにチューブ１２ａと経
由して、ノズル１１ａより、密封された洗浄室３に向かって噴射される。また、空気は、
供給源から、ホース１５ｂと配管１３ｂ、さらにチューブ１２ｂと経由して、ノズル１１
ｂより、密封された洗浄室３に向かって噴射される。そして、この一例では、配管１３ａ
、１３ｂを、可動洗浄室側３０１を支持するブラケット３０２に設けることで、この配管
１３ａ、１３ｂを支持するための支持部材の省略（ブラケット３０２を利用して省略）と
、洗浄機Ａ（ケーシング１）の小型化と、スペースの有効利用、並びにコストの低廉化を
図るとともに、この配管１３ａ、１３ｂの長さの確保と、十文字に配した複数個のノズル
１１に均等に供給できること、等の実用性を有する。
【００３４】
　図中１６はミストコレクター、１７は制御部、１８はスイッチを示している。
【００３５】
　そして、図７を参照して、洗浄液、洗浄水（水とする）と空気の流れを説明すると、水
は、タンク３０に接続する種々の機材を付設した第一のルート３１を介して、矢印Ｘ方向
に供給され、空気とともに配管１３ａに到る。また、使用済の水は、吸引部７より分岐し
た、塵取り用のフィルタを備えた戻り流路３２を介して、矢印Ｙ方向に流れ、タンク３０
にリターンし、再利用される。また、空気は、図示しないブロワーを介して、種々の機材
を付設した第二のルート３３を介して、矢印Ｚ方向に送られ、配管１３ｂに到る。そして
、使用済み空気は、吸引部７と、ダクト８、並びに吸引ポンプ１０を経由し、ミストコレ
クター１６で処理された後、清澄空気として、室内に排出される。
【００３６】
　以下、本発明の動作の一例を説明すると、ワーク出入口２０１を開放し、ワーク支持台
６にワークＷをセットする。そして、ワーク出入口２０１を閉塞した後、スイッチ１８を
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オンすると、ワーク支持台６がモータＭにより回転するとともに、ノズル１１ａより水と
空気の混合液が噴射される。この噴射された水は、図６に示す如く、洗浄室３のカプセル
形状であり、かつ負圧雰囲気下であること、直線的に配置されたノズル１１ａ、並びに、
ワークＷが固定洗浄室側３００の面上３００ａで、かつワーク支持台６の台面６００に面
一状態で設けられること、このワークＷが回転することから、水がトルネード旋回する。
従って、このトルネード効果Ｃを介して、短時間で、かつ美麗に洗浄される。この洗浄済
みの水は、吸引部７で、比重分離された後、タンク３０にリターンされ、また、蒸気はダ
クト８を介して、ミストコレクター１６で処理される。
【００３７】
　続いて、ノズル１１ｂより乾燥用の空気が噴射される。この噴射された空気は、図６に
示す如く、洗浄室３のカプセル形状であり、かつ負圧雰囲気下であること、直線的に配置
されたノズル１１ｂ、並びに、ワークＷが固定洗浄室側３００の面上３００ａで、かつワ
ーク支持台６の台面６００に面一状態で設けられること、このワークＷが回転することか
ら、空気がトルネード旋回する。従って、このトルネード効果Ｃを介して、短時間で、か
つ美麗に乾燥される。この湿潤かつ汚染された空気は、吸引部７で、比重分離された後、
蒸気はダクト８を介して、ミストコレクター１６で処理される。
【００３８】
　この乾燥終了後、スイッチ１８を切り、ワーク出入口２０１を開放し、ワーク支持台６
上の処理済みワークＷを取出すことで、作業が終了する。
【００３９】
　尚、図示しないが、このワークＷのセットと取出しは、自動化も可能である。
【符号の説明】
【００４０】
　　　　　　１　　　　　ベース
　　　　　　２　　　　　ケーシング
　　　　　　２００　　　覗き窓
　　　　　　２０１　　　ワーク出入口
　　　　　　３　　　　　洗浄室
　　　　　　３ａ　　　　内面
　　　　　　３００　　　固定洗浄室側
　　　　　　３００ａ　　面上
　　　　　　３００ｂ　　底面
　　　　　　３０１　　　可動洗浄室側
　　　　　　３０２　　　ブラケット
　　　　　　３０３　　　ガイド棒
　　　　　　３０４　　　支持板
　　　　　　３０５　　　シリンダ
　　　　　　３０５ａ　　ピストンロット
　　　　　　３０６　　　スリーブ
　　　　　　５　　　　　シール材
　　　　　　６　　　　　ワーク支持台
　　　　　　６００　　　台面
　　　　　　７　　　　　吸引部
　　　　　　８　　　　　ダクト
　　　　　　１０　　　　吸引ポンプ
　　　　　　１１　　　　ノズル
　　　　　　１１ａ　　　ノズル
　　　　　　１１ｂ　　　ノズル
　　　　　　１２ａ　　　チューブ
　　　　　　１２ｂ　　　チューブ
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　　　　　　１３ａ　　　配管
　　　　　　１３ｂ　　　配管
　　　　　　１５ａ　　　ホース
　　　　　　１５ｂ　　　ホース
　　　　　　１６　　　　ミストコレクター
　　　　　　１７　　　　制御部
　　　　　　１８　　　　スイッチ
　　　　　　３０　　　　タンク
　　　　　　３１　　　　第一のルート
　　　　　　３２　　　　戻り流路
　　　　　　３３　　　　第二のルート
　　　　　　Ａ　　　　　洗浄機
　　　　　　Ｂ　　　　　距離
　　　　　　Ｃ　　　　　トルネード効果
　　　　　　Ｍ　　　　　モータ
　　　　　　Ｗ　　　　　ワーク

【図１】 【図２】
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